
空き家等の活用・流通補助金

メニュー② 敷地活用補助
現在、居住・使用していない空き家※を解体し、敷地を活用
しようとする所有者に対し、解体費用の一部を補助します。
※共同住宅、重層長屋は対象外。
空き家が昭和64年1月7日以前に建築されたもの(京町家は除く)
面積が50㎡以下の狭小な敷地に建っていること
解体費用の3分の1(上限60万円)
※解体後、他の敷地と統合して狭小な敷地を解消する場合、上限額に最大20万円を加算

空き家相談員による不動産無料相談会のお申込は･･･
京都いつでもコール

075-661-3755 受付時間 8:00～21:00(年中無休)

075-661-5855 右記の二次元コードから

専門家派遣制度・空き家等の活用・流通補助金について、その他お問合せは･･･
京都市 都市計画局 住宅室 住宅政策課(空き家相談窓口)

075-231-2323 075-222-3526
machisai_akiya@city.kyoto.lg.jp

受付時間 9:00～11:30 13:00～16:30(土・日・祝・年末年始を除く)

京都市は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

発行：京都市都市計画局住宅室住宅政策課
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
令和6年8月発行 京都市印刷物第064354号

お申込・お問合せ先 (おかけ間違いにご注意ください)

電 話
F A X 申込フォーム

電 話 F A X
メール

メニュー① 建物活用補助
令和6年6月20日以降に空き家※を売却した元所有者に対し、
不動産事業者に支払った仲介手数料の一部を補助します。
※売却の直前まで居住・使用していたものも対象。共同住宅は対象外。
売却した空き家が昭和64年1月7日以前に建築されたもの

など
仲介手数料の2分の1(上限25万円)

補助内容

対象条件

補 助 額

補助内容

対象条件

補 助 額

その他、活用できる補助金等はHPで紹介しています!
・京都市子育て世帯既存住宅取得応援金「京都安心すまい応援金」 (最大200万円)
未就学児がいる世帯を対象に、中古住宅を購入しリフォームを行う場合に応援金を交付
・耐震・防火改修支援事業「まちの匠･ぷらす」 (最大300万円)
・断熱改修等補助 (最大420万円) など

令和6･7年度だけ
期間限定!! 令和6年8月22日～受付開始!

※申請期間中であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。
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京都市の「めざまし」制度をご紹介!

誰も住んでいなくて
私、さみしいなぁ…
新たな住人が欲しい!

京都のまちの眠れる空き家
あなたの空き家も眠っていませんか?



空き家活用・流通支援専門家派遣制度

空き家の状況を踏まえた活用や流通等に関する助言、
空き家の劣化状況等の診断 など
空き家の所有者・管理者、所有者から委任を受けた方
京都市内にある一戸建て又は長屋建ての住宅の空き家、
1年以内に空き家となる予定の建物
申請日の2週間以降で、ご希望をもとに決定
HPの申請フォーム又は空き家相談窓口(裏面参照)

無料
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対象空き家

派 遣 日 時
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空き家の現地で専門家(地域の空き家相談員
及び建築士)に具体的な相談ができます!
相談に満足したと答えた方は93.0%!

令和5年度利用者アンケート

昨年度は、100件以上のお申込が
ありました。派遣後、アドバイス
を記載した所見書もお渡しします!

空き家相談員
すえなが

末永さん
建築士
とみ た

冨田さん

↓屋根裏もチェック

↑話をお聞きしながら、
建物の状況を見て回ります

この日は建物の不具合を確認したうえで、どの
ような活用ができそうか、アドバイスしました。

めざましその2

めざましで、眠っていた空き家が起きました!
皆さんがお持ちの空き家も起こして、
有効に活用しましょう!

おはようございます!

うよはお

本チラシのデータは
こちら

地域の空き家相談員は、空き家に関して気軽に相談できる、
京都市の研修を受けたまちの不動産屋さんです!
直接来店や電話、オンラインでも相談できます。

空き家起こし隊! 地域の空き家相談員

京都市内の不動産を
①所有する方 ②将来相続人になる方
③管理を任されている方

1組あたり40分
①13:30～ ②14:20～ ③15:10～

開催日の前月1日※ ～ 開催日の5日前
※1日が土・日・月曜日の場合は翌火曜日から
(ただし2月開催の申込は1月7日から)

京都いつでもコール(裏面参照)に以下をお伝えください。
①お名前 ②電話番号 ③希望日時 ④会場 ⑤不動産の住所
⑥不動産の概要(空き家・空き家以外の建物・その他)
⑦相談の概要(売却・賃貸・活用全般・その他)

会 場 開 催 日 会 場 開 催 日

上京・中京・山科
西京区役所
深草・醍醐支所

9/3 10/1 11/5
12/3 2/4 3/4

北・左京・下京
右京・伏見区役所

9/5 10/3 11/7
12/5 2/6 3/6

東山区役所 9/3 12/3 3/4 南区役所・洛西支所 9/5 12/5 3/6

相談時間

申込期間

申込方法

無料

区役所・支所を会場として、地域の空き家談員
が、空き家等の不動産の相談に応じます!
相談が参考になったと答えた方は96.3%!

令和5年度利用者アンケート空き家相談員
かやたに

萱谷さん

めざましその1

↑相談会の様子

おはようございます!

相談
無料※

※相談員に賃貸や売却を正式に依頼する場合には、通常の
不動産取引において必要な経費がかかります。

相談員の紹介動画も
あります!

相談対象


